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　平成 25年５月 26日以後初めて公示される国政選挙の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選
挙について、インターネットを使った選挙運動が出来るようになります。
　禁止行為は処罰の対象となりますので、候補者、有権者共にルールを守ってきれいな選挙を実現しましょう！

インターネットを使った選挙運動が
出来るようになります。

※本資料は概要であり、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

これらの禁止行為は処罰の対象となります！
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投票日です
ぜひ私に一票を
よろしく
お願いします

選挙運動 選挙
運動

■問合せ　選挙管理委員会　☎ 47－8000


